
平成  年  月  日 

助 成 金 情 報 
助成金の名前 労働移動支援助成金 
一言説明 求職活動のための休暇を与えた会社 
受給見込み金額 ～12万円・10万円 お奨め度 ★☆☆☆☆ 
 

もう少し詳しい説明 

受
給
要
件 

「在職者求職活動支援助成金」が 45 歳以上 65 歳未満という年齢制限があっ
たものですが、この助成金はその年齢制限がありません。 
但し、日額が 4000円と金額が低くなります。 
 
求職活動等支援給付金 
① 「再就職援助計画」の認定を受けた会社が 
② 有給の求職活動のための休暇を与えた場合 
支給されます。 
 
 2年以上労働保険料の滞納がある場合、3年以内に不正受給を受けた、あるい
は受けようとした場合は支給されません。 

 
定着講習支援給付金 
「在職者求職活動支援助成金」と同様に上の求職活動をした者を採用した会社

に対する助成金もあります。 
但し、2週間以上の技能講習等の教育を行うことが必要です。 
金額も一人当たり 10万円となります。 

受給できる金額 ～12万円（一人当たり）・10万円（一人当たり） 
必要な手続き 再就職援助計画・支給申請 
解雇による制限 なし ・ あり （ 6ヶ月  ・その他 前後半年  ） 
※ この情報はわかりやすく伝えるため、詳細な条件については省略していますので、その都度

ご確認ください。また、その確認の結果、受給の可能性の判断まではできますが、確実なもので

ないことをご了承ください。 


